
「大分県芸術文化友の会 びび」 規約 

（名称） 

第１条  この会の名称は、「大分県芸術文化友の会 びび」（以下「友の会」という。）とす

る。 

 

（目的） 

第２条 友の会は、芸術文化に広く関心を持つ人々によって構成され、公益財団法人大分県芸

術文化スポーツ振興財団（以下「財団」という。）が行う事業をはじめ、県内各地で行われ

る芸術文化事業への参加を通して、メンバーの芸術文化に対する視野を広げるとともに、地

域文化の向上、ひいては大分県の芸術文化の振興を図ることを目的とする。 

 

（事務局） 

第３条 友の会の事務局は、財団に置く。 

 

（メンバー、資格期限） 

第４条 メンバーとは、日本国内に居住する者で友の会の目的に賛同し、本規約を承認のうえ

第７条に規定する手続きを経て入会した者をいう。 

２ メンバー資格の有効期間は、入会日又は更新日から１年を経過した日の属する月の末日と

する。 

３ メンバーは、事務局に届け出て退会することが出来る。この場合、支払済みの年会費につ

いては、返還しないものとする。 

 

（会費及びサービス） 

第５条 会費及びメンバーが受けるサービスの内容は、別表のとおりとする。 

 

（メンバーズカード） 

第６条 メンバーには、メンバーズカードを発行する。ただし、メンバーステージMEJIROに 

は発行しないものとする。 

 

（入会及び更新手続） 

第７条 友の会へ入会しようとする者は、「大分県芸術文化友の会びび入会申込書」（以下

「申込書」という。）に必要事項を記載のうえ、申込書を事務局に提出し、あわせて会費を

納入しなければならない。 

２ メンバー資格の更新手続は、メンバー資格の有効期限までに次期会費を納入することによ

り、当該有効期限を更新日とする。 

なお、メンバー資格の有効期限までに会費の納入がない場合は、メンバーステージMEJIRO 

に移行したものとみなす。 

３ 会費の納入方法は、事務局の指定する方法によるものとする。 



（メンバーズカードの紛失、盗難等） 

第８条 メンバーは、メンバーズカードを紛失し、又は盗難に遭ったときは、直ちに事務局に

届け出なければならない。この場合、事務局はメンバーズカードの再発行を行うこととし、

これに要する経費は、当該メンバーの負担とする。 

２ メンバーズカードを他人に利用されたことにより生じた損害については、事務局はその責

めを負わない。 

 

（届出事項の変更） 

第９条 メンバーは、氏名、住所、郵送先等申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ち

に事務局に届け出または、会員メニューページより変更手続きをしなければならない。 

２ 前項の届出または変更手続きがなく、そのため事務局からの通知等が遅延し、又は到着し

なかったときは、事務局はその責めを負わない。 

 

（メンバー資格の喪失） 

第１０条 事務局は、メンバーが虚偽の申告を行い、又は他のメンバーに迷惑をかけるなど、

メンバーとしてふさわしくない行為をしたときは、メンバー資格を取り消すことができる。 

 

（規約の変更） 

第１１条 事務局は、必要があるときは、この規約を変更することができるものとし、この場

合、変更内容をメンバーに通知する。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定

めるものとする。 

 

附則 この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

附則  改正後の規約は、平成２８年７月２２日から施行する。 

附則 改定後の規約は、平成２８年１２月５日から施行する。 

附則 改定後の規約は、平成３０年１月１日から施行し、平成３０年３月末更新対象者から適用

する。 

附則 改定後の規約は、平成３０年５月２１日から施行する。 

附則 改定後の規約は、令和元年８月２６日から施行する。 

附則 改定後の規約は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 改定後の規約は、令和５年４月１日から施行する。 



◎ メンバー有効期間は入会日または更新日から

１年を経過した日の属する月末までです。

◎ ＭＥＪＩＲＯメンバーは無期限です。

会　　費

メンバーステージ

会　　費

特 典 内 容
ＫＯＴＯ ＴＡＫＡ
ＢＵＫＩ ＳＡＧＯ

無 料 無 料

無 料 無 料

○

○ ○

15% 10%

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

25時間分 10時間分

○ ○

企画展無料鑑賞・割引
KOTOBUKI、TAKASAGOメンバーの無料鑑賞は財団が主催する企画展に限ります。
また、財団が指定する共同開催企画展は2回まで無料鑑賞することができます。
（3回目以降は団体割引料金となります。）
ＵＭＥメンバーは団体割引料金となります。
ＫＯＴＯＢＵＫＩメンバーはさらに同伴者１名当日券半額（★）

10枚進呈
(1企画展ごとに)

または

割引価格

割 引
価 格

法人 ＫＯＴＯＢＵＫＩ ＴＡＫＡＳＡＧＯ ＵＭＥ ＭＥＪＩＲＯ

５０，０００円 １０，０００円 ５，０００円 ２，５００円 無　　料

特　　典 法 人 ＵＭＥ ＭＥＪＩＲＯ

 大分県立美術館〈ＯＰＡＭ〉

コレクション展無料鑑賞・割引
通年のコレクション展を無料鑑賞または、団体割引料金で鑑賞できます。

30枚進呈
または

割引価格

割 引
価 格

図録（１冊）進呈
メンバー期間中に開催されるいずれかの企画展（展覧会）期間中に１冊進呈します。
美術館１階のインフォメーションでお渡ししますので、お申し出ください。

 ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター

先行予約（※）
公演チケットを一般発売前に予約できます。
（各公演につき、個人メンバーは４枚、法人メンバーは１０枚まで）

○ ○
チケット割引（※）
各公演につき、個人メンバーは２枚、法人メンバーは１０枚まで割引価格で
購入できます。KOTOBUKIメンバーの１５％割引は財団が主催する公演に
限ります。その他共催公演は１０％割引。

10% 10%

公演プログラム（※）
有料販売される公演プログラムを進呈します。（チケット購入者に限ります）

 イベント　※実費負担があるものを含みます

美術館企画展内覧会ご招待
企画展の一般公開に先駆けて内覧会にご招待します。

 情報発信

財団広報紙、イベント情報などを郵送し、県内各地の芸術・文
化情報をお届けします。 ○ ○
メールマガジンで、会報誌等ではお伝えしきれない情報を、
タイムリーに配信します。 ○

びびＳＨＯＰの特典利用
びびメンバー限定の特典を提供する「びびＳＨＯＰ」でメンバーズカードを提示

することで、サービスを受けることができます。
○

◎（※）：財団が主催、共催等するもののうち、指定する公演に限ります。また、異なる取扱いとなる場合があります。
◎（★）：財団が指定する共同開催企画展での同伴者特典は、KOTOBUKIメンバーは２回目までに限ります。
◎駐車引換券は、メンバー有効期限内に駐車券と交換ください。

びびVison
音楽や美術の専門家による講座や過去の公演など、iichiko総
合文化センター・大分県立美術館でしか観られない動画を観る
ことができます。

○

 その他

駐車券もしくは駐車引換券を進呈 40時間分


